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野生鳥獣肉による食中毒防止の徹底について 

 

 

クマ等の野生鳥獣は、家畜と異なり、飼料や健康状態等の管理がなされてい

ないため、野生鳥獣肉を原因とする食中毒の発生防止のため、「野生鳥獣肉の

衛生管理に関する指針（ガイドライン）について」（平成 26 年 11 月 14 日付

け食安発 1114 第 1 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）、「クマ肉に

よる旋毛虫（トリヒナ）食中毒事案について」（平成 28 年 12 月 23 日付け生

食監発 1223 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安

全課長通知）等により、従来から十分な加熱を行う等関係事業者及び消費者へ

の指導をお願いしているところです。 

今般、別添１のとおり、札幌市内の飲食店において、加熱不十分な「クマ肉

のロースト赤ワインソース（推定）」を原因食品とする旋毛虫（トリヒナ）食

中毒事案が発生しました。 

 近年は、本事案以外にも、クマ肉を原因食品（推定を含む。）とする旋毛虫

食中毒事案の発生が続いているところ（別添２）ですので、改めて、クマ肉の

ロースト料理等野生鳥獣肉の調理に際しては、中心部の温度が摂氏 75 度で 1

分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法により、十分加熱して喫食又

は提供をするよう、継続的に、消費者に対する注意喚起及び関係事業者に対す

る継続的な監視指導をよろしくお願いします。 

 

 

 



※別添１は、食中毒発生自治体における公式Webサイトへの資料掲載が終了したため、削

除しています。 



平成 28 年から令和元年における旋毛虫（トリヒナ）による食中毒事例 

（令和元年 12 月 20 日現在） 

 

【事例１】 

発生年月日 平成 28 年 12 月５日 

発生場所 茨城県 飲食店 

原因食品 当該施設で提供された熊肉（熊肉のロースト） 

患者 21 名 

 

 

【事例２】 

発生年月日 平成 30 年５月 21 日 

発生場所 北海道 家庭 

原因食品 熊肉（推定） 

患者 ３名 

 

 

【事例３】 

発生年月日 令和元年 11 月 20 日 

発生場所 北海道 飲食店 

原因食品 クマ肉のロースト赤ワインソース（推定） 

患者 ６名 

 

 

 

別添２ 


